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令和元年第３回 南あわじ市・洲本市小中学校組合議会定例会 

                         令和元年 １１月２０日（水） 

                         午前１０時４５分   開 議 

 

議 事 日 程 （第１号） 

 

日程第１．        会議録署名議員の指名 

日程第２．        会期の決定 

日程第３．  認定第１号 平成３０年度南あわじ市・洲本市小中学校組合一般会計歳 

             入歳出決算の認定について 

日程第４．  議案第３号 令和元年度南あわじ市・洲本市小中学校組合一般会計補正 

             予算（第１号）について 

 



－2－ 

 

会議に付した事件 

 

日程第１． 会議録署名議員の指名 

日程第２． 会期の決定 

日程第３． 認定第１号 

日程第４． 議案第３号 

 



－3－ 

出 席 議 員（１０名） 

  １ 番  小 嶋 耕 造 君   ２ 番  木 戸 一 善 君 

  ３ 番  柳 川 真 一 君   ４ 番  近 藤 昭 文 君 

  ５ 番  間 森 和 生 君   ６ 番  多 田 宗 儀 君 

  ７ 番  長 尾 重 信 君   ８ 番  土 井   巧 君 

  ９ 番  小 島   一 君   10 番  熊 田   司 君 

 

欠 席 議 員（０名） 

 

事務局出席職員職氏名 

           教 育 総 務 課 長  中 村 尚 之 君 

           教 育 総 務 課 係 長  板 野 あゆ美 君 

           教 育 総 務 課 主 事  土 居 久 代 君 

 

説明のため出席した者の職氏名 

       管 理 者     守 本 憲 弘 君 

       副 管 理 者 洲 本 市 長     竹 内 通 弘 君 

       副管理者南あわじ市副市長     馬 部 総一郎 君 

       小 中 学 校 組 合 教 育 長     浅 井 伸 行 君 

       洲 本 市 教 育 長     本 條 滋 人 君 

       会 計 管 理 者     河 井 達 雄 君 

       教 育 次 長     仲 山 和 史 君 

       学 校 教 育 課 長     山 川 直 樹 君 



－4－ 

午前１０時４５分 開会 

○議長（熊田 司君） 開会に当たり一言御挨拶申し上げます。 

  本日、令和元年第３回南あわじ市・洲本市小中学校組合議会定例会が招集されまし

たところ、議員並びに執行部各位には公私何かと御多用のところ御出席いただき、こ

こに開会の運びとなりましたことを心から厚く御礼申し上げます。 

  さて本日付議されます案件は、平成３０年度一般会計歳入歳出決算の認定、令和元

年度一般会計補正予算の２件で、いずれも重要案件であります。 

  議員各位には慎重御審議の上、適切な御決定を賜りますようお願い申し上げ、開会

に当たっての挨拶といたします。 

  続いて管理者、南あわじ市長、守本憲弘君より挨拶がございます。守本憲弘君。 

○管理者（守本憲弘君） おはようございます。令和元年第３回南あわじ市・洲本市小

中学校組合議会定例会の開会に当たりまして、一言御挨拶申し上げます。 

  まずもって議員の皆様方におかれましては、公私何かと御多用のところ御出席を賜

り厚く御礼を申し上げます。 

  南あわじ市・洲本市小中学校組合の施設整備関係について少し御報告させていただ

きますと、まず広田小学校のブロック塀の改修工事、懸案になってございましたけれ

ども、８月３０日に工事が完了しております。 

  また広田中学校の屋内運動場の床研磨工事につきましても、８月２７日に工事が完

了いたしました。 

  今後とも安全安心な教育環境の充実に努めてまいる所存でございます。 

  本日上程いたします案件は、平成３０年度南あわじ市・洲本市小中学校組合一般会

計歳入歳出決算の認定及び令和元年度南あわじ市・洲本市小中学校組合一般会計補正

予算第１号の２件でございます。議員各位におかれましては、何とぞ慎重御審議をい

ただきまして、適切妥当な御決定を賜りますようお願い申し上げまして開会の御挨拶

とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 
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○議長（熊田 司君） ただいまの出席議員は１０名であります。定足数に達しており

ます。 

  よって、令和元年第３回南あわじ市・洲本市小中学校組合議会定例会を開会いたし

ます。 

  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付のとおりであります。 

  直ちに日程に入ります。 

  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は会議規則第８６条の規定により、議長より指名します。 

  ２番、木戸一善君、３番、柳川真一君にお願いします。 

  日程第２、会期の決定を議題とします。 

  お諮りします。 

  今期定例会の会期は、本日１日間にしたいと思います。 

  これに御異議ありませんか。 

  異議なしと認めます。 

  よって会期は本日１日間に決定しました。 

  日程第３、認定第１号、平成３０年度南あわじ市・洲本市小中学校組合一般会計歳

入歳出決算の認定についてを議題とします。 

  本案について、提案理由の説明を求めます。 

  教育次長、仲山和史君。教育次長。 

〇教育次長（仲山和史君） ただいま上程いただきました認定第１号、平成３０年度南

あわじ市・洲本市小中学校組合一般会計歳入歳出決算の認定について提案理由の御説

明を申し上げます。 

  本件につきましては、地方自治法第２３３条第３項の規定により、監査委員の審査

意見をつけ、議会の認定に付するものでございます。 

  事業及び決算の概要を御説明申し上げます。 
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  本年度につきましても、次世代の人材を育てる教育を基本目標に、６つの基本方針

のもと、自立した社会の一員としての基礎を培う場として確かな学力や学ぶ意欲、共

生する豊かな心の育成を目指しました。 

  大きな施設改修につきましては、第２期の広田中学校校舎大規模改修工事として、

老朽化が進んでいた校舎の屋根の葺きかえや、クラック補修などの外部改修に加えて

電気、水道などの設備改修を実施いたしました。 

  こうした結果、平成３０年度一般会計決算額は歳入総額、２億４，９８８万５，６

９０円、歳出総額、２億４，４７９万８，０７０円、歳入歳出差引額、５０８万７，

６２０円となっています。 

  なお、決算に係る歳入予算に対する収入割合は９４．１％、歳出予算での執行率は

９２．２％となっています。 

  決算書の５ページ、６ページをお開き願います。 

  事項別明細書で御説明申し上げます。まず、歳入でございます。１款、分担金及び

負担金、１項、分担金、１億１，６５２万１，２８０円でございます。 

  分担金につきましては学校基本調査の児童生徒数により案分し、南あわじ市が１億

６３７万２，４８５円、洲本市が１，０１４万８，７９５円でございます。 

  ２款、使用料及び手数料、１項、使用料、３７万１，３００円、広田小学校、広田

中学校の体育施設使用料でございます。 

  ３款、国庫支出金、１項、国庫補助金、２，８２０万５，０００円でございます。

内訳は教育総務費の理科教育設備整備費等補助金、７４万２，０００円、小学校の特

別支援教育就学奨励費補助金、１万３，０００円、中学校の学校施設環境改善交付金、

２，７４１万４，０００円と、同じく中学校の要保護生徒援助費補助金、３万６，０

００円でございます。 

  ４款、県支出金、１項、県補助金、１１６万２，０００円でございます。 

  内訳は小学校体験活動事業補助金、６０万円、トライやるウィーク推進事業補助金、
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３０万円、わくわくオーケストラ教室バス利用補助事業補助金、６万１，０００円、

スクールソーシャルワーカー配置事業補助金、２０万１，０００円となっております。 

  ２項、県委託金、３１万３１６円、ひょうごがんばりタイム事業委託金でございま

す。 

  ５款、寄附金については収入はございません。 

  ６款、繰越金６９８万４，８６７円、前年度繰越金でございます。 

  ７款、諸収入、１項、雑入、９３万９２７円でございます。 

  日本スポーツ振興センター保護者負担金、建物・自動車損害共済金、小学校に設置

しております太陽光発電の売電代が主なものでございます。 

  次に歳出でございます。９ページ、１０ページをお開き願います。 

  １款、議会費、７６万３，６５７円でございます。定例会２回、臨時会１回に係る

経費、議員報酬が主なものでございます。 

  ２款、総務費、１項、総務管理費、１目、一般管理費、３８万１，０４１円でござ

います。非常勤特別職の報酬、例規集の加除費用が主なものでございます。 

  ２項、監査委員費、７万円、委員報酬でございます。 

  ３款、教育費、１項、教育総務費、１目、教育委員会費、７７万１，６６７円、教

育委員報酬が主なものでございます。 

  次に、１１ページ、１２ページをお開き願います。 

  ２目、事務局費、２，１８６万２，１４５円、事務局職員人件費負担金が主なもの

でございます。 

  ３目、教育振興費、３，７８７万６５８円でございます。小中学校特別支援教育支

援員賃金及び児童生徒に係る各種検査委託料、ＩＣＴ環境整備事業、パソコン等調達

業務に係る電算関連借り上げ料、小中学校就学援助費が主なものでございます。 

  ２項、小学校費、１目、学校管理費、１，７９４万２７円でございます。 

  １１ページから１４ページまでにありますように、小学校の臨時職員の人件費、学
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校施設の維持管理等に係る経費が主なものでございます。 

  ２目、教育振興費、８６９万４，００５円でございます。 

  １３ページから１６ページまでにありますように、教材用備品購入費、外国人講師

招致事業負担金、小学校体験活動事業補助金等が主なものでございます。 

  ３項、中学校費、１目、学校管理費、１，３７５万１，６６６円でございます。 

  中学校の臨時職員の人件費、学校施設の維持管理等に係る経費が主なものでござい

ます。 

  続いて１７ページ、１８ページをお開きください。 

  ２目、教育振興費、８０１万７，８４１円でございます。教材用備品購入費、外国

人講師招致事業負担金、トライやるウィーク推進事業補助金等が主なものでございま

す。 

  ３目、施設整備費、１億２，２８４万２８０円でございます。第２期の校舎等大規

模改造工事に係る監理業務委託料と工事請負費が内容でございます。 

  ４款、公債費、１，１８３万５，０８３円でございます。長期借入金償還元金、長

期借入金償還利子でございます。 

  １９ページ、２０ページをお開きください。 

  ５款、予備費でございますが、これについては支出がございません。 

  次に、２１ページをお開き願います。実質収支に関する調書でございます。歳入総

額、２億４，９８８万６，０００円、歳出総額、２億４，４７９万８，０００円、歳

入歳出差引額、５０８万８，０００円で、実質収支額も同額でございます。 

  次に、２２ページの財産に関する調書でございます。土地及び建物については非木

造延べ面積で９．５５平方メートル、増加しております。これは中学校の校舎等大規

模改造工事の実施の際に、以前から必要であった物置を新設したものでございます。 

  物品につきましては、軽四貨物自動車が１台あったものを廃車して、現在はなしと

なっております。これにつきましては、昨年の７月発生の自動車交通事故により車を
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廃車としたものでございます。 

  なお、決算内容の詳細につきましては別添附属資料をごらんいただきたいと存じま

す。 

  以上、簡単ではございますが認定第１号平成３０年度南あわじ市・洲本市小中学校

組合一般会計歳入歳出決算の認定についての提案理由の説明とさせていただきます。 

  慎重御審議の上、認定賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（熊田 司君） 提案理由の説明が終わりました。 

  これより質疑を行います。質疑は何区分かに分けて行います。 

  まず、決算書の歳入で５ページの１目、分担金から、８ページの１目、教育債に係

る分までで質疑ありますか。決算附属資料は２ページの上段から３ページまでです。 

  質疑はございませんか。 

  ないようですので、次に歳出ですが、９ページの１目、議会費から、１２ページの

３目、教育振興費に係る分で質疑ございますか。決算附属資料は４ページから７ペー

ジまでです。 

  木戸一善君。 

〇議員（木戸一善君） １０ページの、前回もちょっと御質問させていただきましたけ

ども、１０ページの教育長さんの交際費について質問させていただきます。 

  まず一点目ですけども、前回もちょっとこういう場で、この場で御質問させていた

だいたんですが、たしか最後、御検討していただけると私は理解、受けとめたわけで

すけども、その後の検討状況、検討していただけているのであれば、その後の検討状

況をまず教えていただきたいというところと、３万５，５００円の内訳ですけども、

どういう場で、例えば懇親会なのか会議なのか、どういう場で中身は一体何なのか、

飲食費なのか、食費なのかお茶代なのか、はたまた酒なんかは多分論外で、ないでし

ょうけども、そういったものが一体何なのか、３万５，５００円の内訳をちょっと教

えていただきたいというところと、前回の検討状況、していただけると私は受けとめ
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たわけですけども、その後の検討状況、途中経過でも結構ですけども、それをちょっ

とお教え願えればと思っています。 

〇議長（熊田 司君） 答弁は。教育次長。 

〇教育次長（仲山和史君） 前回の御質問での、教育長交際費について御質問があった

検討状況についてまず御説明をさせていただきます。 

  実際のところ、検討できていないのが今のところかと思われます。詳しくはちょっ

と私も存じていない部分があって申しわけないですが、御質問いただいた内容につい

て、検討はしたけども答えが出てないという状況かなとは思ってございます。あと、

２つ目の御質問の教育長交際費の内訳についてでございますが、詳しい資料を持ち合

わせておりませんので、何に幾ら使ったという詳しい明細は今のところ、お答えする

ことができない状況でございます。 

  以上でございます。 

〇議長（熊田 司君） 教育長。 

〇教育長（浅井伸行君） 前回御質問いただいた内容の続きかなと思いますけども、認

識として適切に支出させていただいているというふうな認識でおります。中身につい

ては、飲酒等の提供もあったと思っております。 

  以上です。 

〇議長（熊田 司君） 木戸一善議員。 

〇議員（木戸一善君） ただいまの御答弁ですけども、全く理解できないですね。検討

したけども答えが出ていないとか、中身について適切にされているとか、それは気持

ちであって、何も結論めいたことは一切、私、感じられないんですが。これも私の感

情論が入っているかと思うんですけども。 

  ちょっとこれ、参考となるかと思うんですけども、公文書をちょっと読み上げてみ

たいと思います。 

  これは、〇〇市〇〇委員会の会長さんから、○○委員各位へ発せられた公文書でご
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ざいます。これは私、あえて○○と申し上げていますのは、これは多分、公文書です

から開示請求されれば多分全て全面開示される文書かなと私、個人的には思っている

んですが、そこは○○市さんへ確かめたわけではございませんから、あえて名称は〇

〇という表現をさせていただいているという趣旨でございます。 

  ○○市の○○委員会の会長さんから、〇〇委員各位へ発せられた公文書でございま

す。 

  そこに何が書かれているかですけども、○○委員会の○○研修において、昼食時に

飲食し、酒代等も含めた旅費の大半が公費から支出されていたことが〇年〇月に判明

し、これを受けて全国○○会議所、これは全国○○会議所ですから国の公的な機関、

から兵庫県○○会議を通じて、これは兵庫県の公的な機関の会議、を通じて特別職の

地方公務員である○○委員会の委員として、昼食時の飲食と第三者から不審、疑惑を

招く行為がないよう留意されたい旨の通知がありました。 

  かかるところ、○○委員会としては①昼食時のアルコール飲料の提供はしない、②

食事代は参加者の自己負担とする、という公文書が発せられています。 

  これが今の御時世です。特別職のね、地方公務員たる者が、○○会議で、○○の研

修で昼食が出ます、例えばね、お茶代とかそういうものでしたらこれは社会通念上結

構でしょう。だけど、食事代はどうですかというところで、結局は全国○○会議所と

か兵庫県の○○会議所とかから、疑念を招くことがないように留意されたいというこ

とを受けて、一切やめますというのが、この○○委員会の会長さんから発せられた文

書です。 

  例えば昼の会議のね、昼の研修の食事代、それが出ますって。だってその会議がな

くても研修がなくても、昼は誰でも食事をしますから実費を伴うわけですよね。 

  だから、会議で食事が出るというんであれば、それはやっぱり実費でしょうという

のが今の世の中、通例ですと、私はずっと以前から考えているというか、申し上げた

かった趣旨ですけれども。 
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  今いただいた御答弁では、検討したけども答えは出ていませんという、あれから半

年、約１年ですか、たっている状況の中で、結局は何も検討はされていないと受けと

めざるを得ないのかなと思うんですけども、私も再三、いろいろと申し上げているん

ですけどもね、別に追及する場という、追及する思いは一切ございません。一つでも

二つでも改善の方向に持っていっていただければなという思いで質問等させていただ

いている。最終的にはそこだけの一つをとらまえてね、非常にわずかな金額のところ

をとらまえて、歳入歳出の挙手をしますという、全体の額は非常に有効な貴重な予算

であり、歳出であり歳入であるからそこを人質にとってまでこの小さな部分について

どうこうと言うつもりは毛頭ございませんけども、思いとしてはね、一つでも二つで

も心を打っていただいて改善していこうじゃないかという気持ちのほうに向かってい

ただければなという思いだけですけどね。 

  どうですかね。 

○議長（熊田 司君） 学校組合教育長。 

〇教育長（浅井伸行君） 今御指摘いただいたことは、他市の状況も見きわめまして状

況も踏まえて判断していきたいと思っております。 

  また前回も答弁させていただきましたけども、会費というふうな形でいろいろな、

会議場の借り上げとかそういうものも含めての会費負担と考えております。 

○議長（熊田 司君） 木戸議員。 

〇議員（木戸一善君） 他市の状況も調べてという以前に、ここで今、私が公文書を読

み上げさせていただいたのは南あわじ市さん、もしくは洲本市さんの公文書ですよ。

同じ行政の内部でね、片やこういう委員会でこういう措置を決定しまして改善してや

っていってる状況の中で、片やこの場ではどうですかという、他市を調べる以前の問

題だと思うんです。 

  他市を調べてもね、ちょっと、非常に言い方は申しわけないですけども、どんぐり

の背比べの中で調べても意味がないと思うんです。 
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  済みません、これは非常に失礼な言い方かとは思うんですけども、他市で調べる以

前の問題としてこれは両市さんの、あえてどちらの市さんかは私、申し上げません。

みずからの足元の行政の中で、片やこういう委員会でこういう取り決めをされている

状況の中で、というところもね、一つには踏まえていただきたいという思いでござい

ます。 

  本日は歳入歳出の決算でございますので、前回、ことしの２月、新年度予算の議会

の場で当然通過している話ですので、このたびの決算についてどうこうと言うつもり

は毛頭ございません。要は次回の、来年年明けの２月、次年度の新年度予算のときに

どう計上されるか、そこは私、ちょっと見ていきたいかなと思います。 

  本当に検討するという姿勢があるんであれば、１カ月、２カ月あればできると思う

んです。ただ内部の横並びの問題もあるでしょうから、非常にこれ、難しいとは思う

んですけどもね。だけど、そこはおひざ元の、足元の内部でそういう措置をされてい

る状況にかかわらず、いやこうです、というところは到底理解できるものではないか

なと思います。 

  以上で私の質問は終わらせていただきます。 

○議長（熊田 司君） 教育次長。 

○教育次長（仲山和史君） ただいま木戸議員がおっしゃったたことは、今の世の中の

流れからすれば妥当なことかなとは思っております。その中でも、市が主催する会議

等につきましては、今おっしゃっていただいたように昼食は、そういう飲酒の伴うよ

うな会はできるだけしないようにと心がけておるところでございます。 

  ただ、会議といいましても市が主催する会議だけではなくて、上位団体がある会議

等もございます。それらからの参加要請があった場合には、このように参加費等も発

生する場合がございます。これにつきましても適正な執行をしておると我々も理解し

ておりますし、この教育長交際費の中には会議の出席、会費だけではなく、慶弔費等

も含まれておる部分もございますので、議員の思いを私どもも考えながら次年度以降
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の予算にも反映していきたいとは考えておるところでございます。 

○議長（熊田 司君） それではほかに質疑ございませんか。 

  では次に、１１ページの１目、学校管理費から、１６ページの上段の２目、教育振

興費に係る分までで質疑ありますか。決算附属資料は、８ページから１１ページまで

です。 

  木戸議員。 

〇議員（木戸一善君） １４ページの緑霊苑管理費負担金について御質問させていただ

きます。 

  前回、私も十分頭の中の整理ができていないままの質問で非常に御迷惑をおかけし

たかとは思うんですけども、一応私なりのちょっと、頭の整理をした中で本日、一点

御質問させていただきます。 

  この緑霊苑管理負担金、これはたしか昔、広田中学校の前に共同墓地があったと。

その共同墓地を移転して南あわじ市さんが管理運営されている緑霊苑へ集団的に移転

されたというところがまず一つありまして、当然学校用地として広田中学校なのか保

育所なのか、ちょっとどちらの用地なのか、ちょっと私はわからないですけども、そ

の共同墓地、昔あった共同墓地、私も中学生のころに、たしかあの辺に共同墓地があ

ったかなとちょっと、薄々記憶として残っているところでございまして、その共同墓

地が移転されました。 

  というところは、かかるところこれは公共補償という、結局は墓地を集団移転する、

墓床を用地買収させてくださいねと。当然その墓床の用地買収をさせていただく、さ

らにはその上もんである墓石であるとか、そういったものも移転しなければならない

と、結局かかるところ、これは公共補償の問題かなと整理はできると思うんです。 

  例えばこれが民間であれば、民間であれば本来の価値が用地費及び物件補償の移転

費用等も含めて、例えば本来の価値であれば１００円であるとしますと、民間であれ

ば２００円でも３００円でも４００円でも、それは契約されればそれは構わない話で
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す。それが民間の契約というか民間の補償、民間事業がやる場合。 

  しかしこのたびのものは、学校用地を確保するための集団移転、墓地の共同移転、

集団移転ですから、これは公共補償の概念に合致するものだと、ちょっと私の頭の中

では整理しました。 

  じゃあかかるところ、公共補償とは一体何ぞやと。それはもう完全に公共補償基準

に基づいてやるべき話であって、民間であれば１００円のものが３００円、４００円

でもこれは契約すれば成り立ちますけども、公共補償の場合は１００円の場合は１０

０円だけですよ。１１０円たりともあり得ない、これが公共補償の概念です。ですか

ら、従来共同墓地でね、人一人が歩けるような通路があれば結局はそれがその基準、

その現況に基づいて補償されなければならない。 

  もともと共同墓地、もともとあった共同墓地の通路が、例えば人一人歩ける５０セ

ンチ程度の通路であれば当然、行き先もそれに見合ったものでなければならない。し

かしながら緑霊苑は、霊苑の中の通路は１メートルも２メートルも、より広いような

空間で整備されている。いや、私は現地を見たことはないですけども、その可能性も

あるでしょうし。それは一体何かというと、機能向上分は補償できませんというのが

公共補償の概念の一つでございます。 

  それで、もともと墓地に景観、修景的な植樹がなされている、なされていないもの

が、これは仮定の話ですけども、なされていないものが緑霊苑ではきれいに園路整備

もされて植樹も垣根もきれいにされている。そういった部分については機能向上分と

して、そこは補償できません。 

  さらには、もともとの共同墓地ではその水道施設、要は水くみ場がなかったものが

今度、その移転先には、その緑霊苑には水道施設もありますと。そういったものも含

めて管理費となされているんであれば、それは機能向上分であって、そこを補償はで

きないと、これが公共補償の原則ですね。 

  ですから管理費が私、想定でちょっと申し上げているんですけども、その管理費と
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は、もともとの共同墓地に存在していたものに相当する管理費なのかどうか。存在し

てなければそれは機能向上分として補償はできませんよというところが、まず一点、

そこがあると思うんです。 

  それとこれ、未来永劫ね、私も前回御質問させていただきましたですけども、未来

永劫、公共補償を公共補償費としてね、未来永劫計上していくのはあり得るのかなと

いう。公共補償の概念では、それはない。 

  例えば公有水面の埋め立てであり、漁業権を取得する場合においても、じゃあそれ

は子・孫の世代まで漁業を営んでいくから未来永劫、それを補償しましょうという、

そういう概念はないです。 

  だから漁場が失われたとか、そういったところで漁業権を取得するにしても、その

アッパー、例えば標準を押しなべて３０年とか、そういう基準もございます。それ以

上のものは、次の世代までも補償するという概念はまずない。 

  そういったところがある公共補償の、その概念に基づいて未来永劫、この管理費を

なぜ支払わなければならないのか。というところが一つ、大きな問題かなと私は思っ

ている。 

 これは前回、新年度予算のときにも私、御質問させていただいて、それに対してきょ

うは決算の場ですのでね、どうこうと言うところは、申し上げるつもりは毛頭ござい

ません。今、私が頭の中で整理した部分、いま一度、ちょっと調べていただいて、こ

れも同じです。来年２月の新年度予算ですね。それまでにこれをいま一度、これは過

去、もう何十年前の話ですから、ちょっとひも解くには苦労されるかと思うんですけ

ども。よくよく調べていただいて、もしわからなければね、これは答えは即出ると思

います。公共補償問題研究会とかいうそういう組織もありますし、そういったところ

で聞いていただければ１週間、１０日あれば。いや、この内容については、その場で

即、御回答いただけるレベルのものかなと私は思ってございます。 

  ただ私も、今申し上げているのはあくまでもその想定というか、仮定の上でお話し
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させていただいていますので、いや、そうじゃなくてこういう事情があったんですよ

とかね、もしくはこういう理由があるからやっぱりこうですという、そこがきっちり

と整理されているのであれば、それはそれでオーケーだと思うんですけど。 

  いま一度、ちょっと調べていただく必要があるのかなと思います。 

  来年、２月の新年度予算の審議までに十分期間はあると思いますので、そこは調べ

ておいていただければなという思いですので、この質問についての御答弁は結構でご

ざいます。 

  以上です。 

○議長（熊田 司君） わかりました。では、ほかに質疑ございませんか。 

  質疑がございませんので最後に１５ページの１目、中学校の学校管理費から２２ペ

ージの財産に関する調書に係る分までで質疑ありますか。決算附属資料は１２ページ

から１７ページまでです。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  質疑がございませんので、これで質疑を終結します。 

  お諮りします。 

  本案については、討論を省略し、直ちに採決したいと思います。 

  これに御異議ありませんか。 

  異議なしと認めます。よって、さように決しました。 

  これより認定第１号、平成３０年度南あわじ市・洲本市小中学校組合一般会計歳入

歳出決算の認定についてを採決します。 

  お諮りします。 

  本案は原案のとおり、認定することに御異議ありませんか。 

  異議なしと認めます。 

  したがって認定第１号、平成３０年度南あわじ市・洲本市小中学校組合一般会計歳

入歳出決算の認定については、原案のとおり認定されました。 
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  日程第４、議案第３号、令和元年度南あわじ市・洲本市小中学校組合一般会計補正

予算を議題とします。 

  本案について、提案理由の説明を求めます。 

  教育次長、仲山和史君。教育次長。 

○教育次長（仲山和史君）ただいま上程をいただきました、議案第３号、令和元年度南

あわじ市・洲本市小中学校組合一般会計補正予算（第１号）につきまして、提案理由

の御説明を申し上げます。 

  １ページをお開きください。 

  第１条で、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ６万２，０００円を減額し、

歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ１億３，９７２万４，０００円とするもの

でございます。 

  続きまして、５ページをお願いいたします。 

  まず歳入でございますが、１款、分担金及び負担金、１項、分担金、１目、分担金、

１節、分担金で、４４３万９，０００円を減額しております。 

  これにつきましては、南あわじ市と洲本市の総務費、小学校費、中学校費に係る分

担金をそれぞれ精査した結果、南あわじ市で４４８万４，０００円の減、洲本市で

１３万５，０００円の増となる、この２つの合計額でございます。 

  ６款、繰越金、１項、繰越金、１目、繰越金、１節、繰越金で５０８万７，０００

円を増額しております。これにつきましては、平成３０年度決算における収入合計、

２億４，９８８万５，６９０円から支出合計、２億４，４７９万８，０７０円を差し

引き、さらに補正前の額、１，０００円を差し引いた額でございます。 

  ８款、組合債、１項、組合債、１目、教育債、１節、学校教育債で８０万円、減額

しておりますが、これにつきましては、緊急防災減災事業債を充てておりました広田

小学校ブロック塀改修工事の一部が緊急防災対象外と判明いたしましたので、その部

分に係る事業費、８０万円を減額するものでございます。 
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  次に６ページをごらんください。歳出に移りますが、３款、教育費、１項、教育総

務費、２目、事務局費、１９節、負担金補助及び交付金で８５万円、減額しておりま

す。これにつきましては、本年度の事務局職員の人件費並びに案分数値の精査による

金額の変更でございます。 

  ３目、教育振興費の８節、報償費で、９万９，０００円と、９節、旅費で１万３，

０００円、減額しております。 

  これにつきましては、小中学校２校分の人形座出前講座が文化庁の補助事業に採択

となったため、中学校分で当初想定しておりました講師等への謝礼と小中学校分の費

用弁償費を減額するものでございます。 

  なお小学校の講師等への謝礼につきましては別途支出を予定しておりますので、今

回は減額をしておりません。 

  ２項、小学校費、１目、学校管理費、１１節、需用費で９０万円、増額しておりま

す。これにつきましては、広田小学校屋内運動場外壁の修繕料でございます。広田小

学校屋内運動場の外壁につきましては、老朽化により本年８月にコンクリートが落下

した部分がありましたので、状態を調査しながら危険部分の撤去や塗装等の対応をと

るための費用でございます。 

  以上、歳入歳出それぞれ合計で６万２，０００円の減額補正となっております。 

  簡単ではございますが、以上で議案第３号、令和元年度の南あわじ市・洲本市小中

学校組合一般会計補正予算（第１号）についての提案理由の説明とさせていただきま

す。慎重御審議の上、適切なる御決定を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（熊田 司君） 提案理由の説明が終わりました。これより質疑を行います。質

疑は歳入歳出、合わせて全般で行います。 

  質疑ありますか。 

  長尾議員。 

〇議員（長尾重信君）御指名をいただきましたので、一言伺いをできたらと思います。
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地方債補正ですけども、このたび、先ほど次長から説明があったように、事業費で減

したと、対象外になったということで、この６３０万円から５５０万円に限度額が下

がったということかと思いますが、その補正の中で起債、地方債で借り入れるときの

償還期限、この場合は１０年、据え置き期限２年となっていますが、２９年、３０年

度の大規模改造でしたら２０年の、３年だったかと思います。これについて、どうい

うことでその差、２０年、あるいは１０年という償還期限の差を設けておられるのか

どうかと、決算のときにも質問しようかなと思っていた点もあるんですけども借り入

れ先の、これは実行されているかどうかちょっとわかりませんけども、借り入れ先に

ついては地方債残高の決算附属資料の地方債残高ではもう銀行のみとなっているかと

思いますけども、義務教育施設整備事業、それぞれ地方債の充当先はあるかと思いま

すけども、銀行のみとなってしまうわけですから、政府債等の分には該当しないかな

と思っていますので、それで、どちらが組合にとって有利かという部分はあるかと思

いますけども、その辺は検討された中で借り入れ先を決められていく部分があるかど

うか、その辺をお伺いさせていただけたらと思います。 

○議長（熊田 司君） 会計管理者。 

〇会計管理者（河井達雄君） 私、直接予算には携わっていないですけども、若干知識

はございますので、説明させていただきます。 

  まず長尾議員さんの分で、この１０年、２年ということで、本来でしたら義務教育

債は２０年、３年というセオリーの部分があるんですけども、金額的にこれを見ます

と５５０万円ということで、１０年であれば５０万円程度でできますので、今後の財

政面についても１０年程度では若干、支障はないかなということでしております。 

  これは仮に２０年及び、３０年以内としてもその範囲で今度借り入れをする先にと

って、交渉して１０年、２年にしていただけますかということも若干、事務的にはや

っております。 

  それともう一点の関係ですけども、近畿郵政局、義務教育債はほとんどゆうちょ、
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かんぽ、ほとんどかんぽが主流だったと思うんですけども、今ちょっと。若干私、財

政のほうにおりませんので、借り入れ先については、資金については毎年度、どの資

金に当たりますよという、指定された地方債もありますけども、ほとんどが財政融資、

及びそういう国のレベルの融資先の分については割り当てがあって、残りは市中の銀

行、ここで言います銀行縁故ですね。近隣の銀行で調達してくださいという、このご

ろそういう流れになっておりますので今ここの、地方債の補正に書いてあるのは、公

的資金と両方読めるように、銀行またはと書いていますので、許可もしくは協議書の

後の通達で追って変わってくると思いますので、銀行のほうが若干高い可能性はある

と思いますけども、もしかしたらこの借り入れ先は、今はゼロと銀行だけになってい

ますけども、決算では上の近畿郵政局となっていますけども、かんぽ資金かなという

可能性もございますので、ちょっと断定的には言えませんけども内訳は変わると思い

ます。 

  以上です。 

○議長（熊田 司君） 長尾議員。 

〇議員（長尾重信君） 今、会計管理者からの御答弁でしたけども、この挨拶の中で管

理者の市長から完了していますという話があったかと思うんですけども、これにつき

まして、もう借り入れは実行されておるんかどうかというのが一点です。 

  それから償還期限の関係で、先ほど言いましたように大規模改造等は２０年の３年

となっております。 

  また一つ、決算のときの監査委員さんの御意見の中にも長期借り入れについて検討

しなさいよと、やはり長期的な債務が発生しておるということもあるので、その辺は

検討していきなさいよというような書き方もあったかと思いますので、これらについ

ても先ほど会計管理者さんのおっしゃったように、借入期間等については十二分に精

査していただきながら、銀行等が借り入れ先となる場合につきましては、銀行等をど

ういうふうに選定されてるかわかりませんけども、金利が安いときですけども、少し
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でも安い銀行さんに、見積もりかどうかわかりませんけども、選考していただく中で、

財政の平準化があって地方債を起こしていっているものかと思いますけども、後世の

負担にならないように、十二分にその辺は精査しながら尽力というか、執行部で地方

債の会議については留意していただけたらなというところでございます。 

  以上です。 

○議長（熊田 司君） では、ほかにございませんか。 

  質疑がないようですので、これで質疑を終結します。 

  これより討論を行います。 

  通告がありませんので、討論なしと認めます。 

  これより議案第３号、令和元年度南あわじ市・洲本市小中学校組合一般会計補正予

算を採決します。 

  お諮りします。 

  本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

  異議なしと認めます。 

  したがって、議案第３号、令和元年度南あわじ市・洲本市小中学校組合一般会計補

正予算は原案のとおり可決されました。 

  以上で本日の日程は全て終了しました。会議を閉じます。 

  令和元年第３回南あわじ市・洲本市小中学校組合議会定例会を閉会します。 

  副管理者、洲本市長、竹内通弘君より挨拶がございます。副管理者。 

○副管理者（竹内通弘君） 閉会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。 

  本日の令和元年第３回南あわじ市・洲本市小中学校組合議会定例会におきまして、

議員の皆様方には御出席をいただき、平成３０年度一般会計の決算認定、そして令和

元年度補正予算に御賛同いただき、ここに閉会できますことを厚く御礼申し上げます。 

  さて、近年はグローバル化や、人工知能ＡＩなどの技術革新が急速に進み、予測困

難な時代になってきております。子供たちに対して、子供たちにみずから課題を見つ
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け、みずから学び、みずから考え、みずから判断して行動し、よりよい社会や人生を

切り開いていく力が求められます。 

  また、子供たちがそのような生きる力を育むためには、学校だけではなく社会全体

総がかりで教育を行うことが必要でないかと考えておりますので、議員の皆様方にお

かれましては引き続きの御指導、御鞭撻をいただきますようお願いいたします。 

  本年もあと残すところ１カ月余りとなりました。時節柄何かとお忙しくなるかとは

存じますが、御健康には御留意されまして、ますますの御活躍をいただきますよう御

祈念申し上げまして、閉会に当たっての挨拶とさせていただきます。 

  本日はどうもありがとうございました。 

○議長（熊田 司君） 閉会に当たり、一言御挨拶申し上げます。 

  本定例会では、平成３０年度一般会計歳入歳出決算の認定、令和元年度一般会計補

正予算について審議をお願いいたしましたが、議員各位の御精励により無事終了し、

閉会を宣告できましたことは、まことに御同慶の至りでございます。 

  朝夕の寒さに冬の到来を感じるようになってまいりました。間もなく師走となり何

かとお忙しいとは存じますが、議員各位を初め、執行部の皆様にはお体を御自愛なさ

れまして、ますますの御活躍を心からお祈り申し上げ閉会の御挨拶にかえさせていた

だきます。 

  ありがとうございました。 

 

午前１１時４５分 閉会 

 


